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「
道
の
駅
」竜
北
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
２
０
１
４

第
10
回
氷
川
町
文
化
祭

歴
史
香
る
秋
の
氷
川
路
を
快
歩

文
化
の
祭
典
10
周
年

　

10
月
26
日
、ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
を

ス
タ
ー
ト
、ゴ
ー
ル
と
す
る「
道
の
駅
」竜
北

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
２
０
１
４
が
行
わ
れ
、町
内

外
か
ら
約
２
５
０
人
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

　

参
加
者
た
ち
は
15
・
７
㌔
と
６
・
７
㌔
の
２

コ
ー
ス
に
別
れ
、掛
け
声
と
と
も
に
元
気
に
ス

タ
ー
ト
。古
墳
群
や
フ
ル
ー
ツ
ロ
ー
ド
を
巡
り
、

秋
の
景
色
を
楽
し
み
ま
し
た
。

　

ま
た
、昼
食
で
は
、担
い
手
女
性
グ
ル
ー
プ

に
よ
り
、豚
汁
が
振
る
舞
わ
れ
、参
加
者
は
舌

鼓
を
打
っ
て
い
ま
し
た
。

　

好
天
に
も
恵
ま
れ
、秋
の
心
地
よ
い
風
を

浴
び
な
が
ら
、参
加
者
た
ち
は
氷
川
町
の
秋

を
満
喫
し
て
い
ま
し
た
。

　

11
月
２
・
３
日
、第
10
回
氷
川
町
文
化
祭

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

２
日
に
文
化
セ
ン
タ
ー
講
堂
で
行
わ
れ
た

芸
能
の
部
で
は
、町
内
の
保
育
園
・
幼
稚
園
、

小
中
学
校
や
各
種
団
体
・
個
人
が
、吹
奏
楽
・

太
鼓
な
ど
の
演
奏
、太
極
拳
、ダ
ン
ス
、日
舞
、

コ
ー
ラ
ス
な
ど
を
披
露
。日
頃
の
練
習
の
成

果
に
、会
場
か
ら
は
大
き
な
拍
手
が
送
ら
れ

ま
し
た
。

　

ま
た
、文
化
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
竜
北
体
育

セ
ン
タ
ー
で
は
、２
日
間
に
わ
た
り
作
品
展

示
が
行
わ
れ
、趣
向
を
凝
ら
し
た
絵
画
や
陶

芸
、書
道
な
ど
の
作
品
に
、訪
れ
た
人
た
ち
は
、

足
を
止
め
、熱
心
に
鑑
賞
し
て
い
ま
し
た
。

▲大野窟古墳の内部を見学

▲芸能の部の最後を飾った
みやはら混声コーラス

▲雄大な立神峡を望みながら

▲月乃輪保育園の迫力ある太鼓演奏

▲たわわに実ったみかん畑をバックに

▲すてきな芸術作品がずらり

▲おいしい豚汁が振る舞われました

▲本格的なお茶のおもてなしも

　

変
更
と
な
る
区
分
や
額
は
下

の
表
の
と
お
り
で
、平
成
27
年
１

月
１
日
以
降
に
受
け
た
診
療
に
つ

い
て
は
、改
正
後
の
限
度
額
が
適

用
さ
れ
ま
す
。

※
旧
た
だ
し
書
き
所
得
と
は
、被

保
険
者
個
人
の
総
所
得
金
額

か
ら
33
万
円
を
控
除
し
た
額

で
す
。

　

限
度
額
適
用
認
定
証（
以
下
、

認
定
証
）に
表
記
さ
れ
る
適
用
区

分
も
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、す
で
に
認
定
証
を
お

持
ち
の
人
で
差
し
替
え
の
必
要
が

あ
る
場
合
に
は
、新
た
な
認
定
証

を
送
付
し
ま
す
。

　

お
手
元
に
認
定
証
が
届
き
ま

し
た
ら
、差
し
替
え
て
い
た
だ
き
、

古
い
認
定
証
に
つ
き
ま
し
て
は
各

自
で
破
棄
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

平
成
27
年
１
月
１
日
に
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
が
改
正
さ
れ
る
こ

と
に
伴
い
、高
額
療
養
費
制
度
の
自
己
負
担
限
度
額
が
細
分
化
さ
れ
ま
す
。

国
保
高
額
療
養
費
の

自
己
負
担
限
度
額
改
正

高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
額
が
変
わ
り
ま
す

平
成
27
年
１
月
１
日
か
ら
適
用

限
度
額
適
用
認
定
証
を

お
持
ち
の
人
は
差
し
替
え
を

　

70
歳
以
上
の
所
得
区
分
、限
度

額
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、現

役
並
み
所
得
者
は
、こ
れ
ま
で
の

条
件
に
加
え「
旧
た
だ
し
書
所

得
」の
合
計
額
が
２
１
０
万
円
未

満
の
場
合
も
、一
般
区
分
扱
い
と

な
り
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

健
康
福
祉
課 

国
民
健
康
保
険
係

　

☎
52
・
５
８
５
２（
直
通
）

　

固
定
資
産
税
は
毎
年
１
月
１

日
に
、土
地
、家
屋
、償
却
資
産
を

所
有
し
て
い
る
人
が
、そ
の
固
定

資
産
の
価
格
を
も
と
に
算
定
さ
れ

た
税
額
を
そ
の
固
定
資
産
の
所
在

す
る
市
町
村
に
納
め
る
税
金
で
す
。

　

償
却
資
産
と
は
、事
業
で
用
い

る
資
産（
構
築
物
、機
械
、器
具
、

備
品
な
ど
）の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

償
却
資
産
の
所
有
者
は
、資
産

の
所
在
す
る
市
町
村
に
毎
年
申

告
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

◆
課
税
対
象

　

次
の
要
件
を
備
え
る
も
の

①
土
地
・
家
屋
以
外
の
事
業
に
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
資
産

②
鉱
業
権
、漁
業
権
、特
許
権
そ

の
他
の
無
形
減
価
償
却
資
産

で
な
い
こ
と

③
減
価
償
却
額
ま
た
は
減
価
償

却
費
が
、法
人
税
法
ま
た
は
所

得
税
法
の
規
定
に
よ
る
所
得

の
計
算
上
損
金
ま
た
は
、必
要

な
経
費
と
し
て
参
入
で
き
る

も
の（
耐
用
年
数
１
年
未
満
ま

た
は
そ
の
取
得
価
格
が
10
万

円
未
満
で
一
時
に
損
金
に
算
入

す
る
も
の
お
よ
び
20
万
円
未

満
で
一
括
し
て
３
年
間
で
償
却

を
行
う
も
の
を
除
く
）

④
自
動
車
税
や
軽
自
動
車
税
の

対
象
で
あ
る
車
両
な
ど
で
な
い

70
歳
以
上
の
区
分
に
つ
い
て

償
却
資
産（
固
定
資
産
税
）申
告

忘
れ
ず
に
申
告
を

こ
と
。

◆
償
却
資
産
の
評
価

　

償
却
資
産
の
評
価
は
、取
得

価
格
を
基
礎
と
し
て
、取
得
後
の

経
過
年
数
に
応
ず
る
価
値
の
減
少

（
減
価
）を
考
慮
し
て
評
価
し
ま

す
。減
価
償
却
の
方
法
は
定
率
法

で
、算
式
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
前
年
中
に
取
得
さ
れ
た
償
却

資
産
の
評
価

　

取
得
価
額
×（
１
|
減
価
率
／
２
）

②
前
年
前
に
取
得
さ
れ
た
償
却

資
産
の
評
価

　

前
年
度
の
評
価
額
×（
１
|
減

価
率
）

※
求
め
た
額
が（
取
得
価
額
×
５

／
１
０
０
）よ
り
小
さ
い
場
合

は
、そ
の
求
め
ら
れ
た
額
を
価

格
と
し
ま
す
。

◆
税
額
の
算
定

　

評
価
額
を
課
税
標
準
額
と
し

て
、次
の
算
式
に
よ
り
税
額
を
算

定
し
ま
す
。

課
税
標
準
額
×
税
率（
１
・
４
％
）

※
焼
却
資
産
に
つ
い
て
の
課
税
標

準
額
の
合
計
が
１
５
０
万
円

に
満
た
な
い
場
合
は
、償
却
資

産
に
対
す
る
固
定
資
産
税
は

課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

税
務
課 

資
産
税
係

　

☎
52
・
５
８
５
３（
直
通
）

●平成27年1月1日からの限度額 ●平成26年12月31日までの限度額
負担限度額（円） 所得要件

上位所
得世帯

ア 252,600＋（総医療費
−842,000）×1％

旧ただし書所得
901万円超

イ 167,400＋（総医療費
−558,000）×1％

旧ただし書所得
600～901万円

一般
ウ 80,100＋（総医療費

−267,000）×1％
旧ただし書所得
210～600万円

エ 57,600 旧ただし書所得
210万円以下

非課税 オ 35,400 住民税非課税

負担限度額（円） 所得要件

上位所
得世帯 A

150,000＋（総医
療費−500,000）
×1％

旧ただし書所得
600 万円超

一般 B
80,100＋（総医
療費−267,000）
×1％

旧ただし書所得
600 万円以下

非課税 C 35,400 住民税非課税

※所得要件にある所得額は、世帯内の被保険者
　全員の合計で判定します。

●70歳以上の限度額
負担限度額（円）

所得要件
外来 外来＋入院

現役並所得 44,400
80,100 ＋（総医療費
− 267,000）× 1％

課税所得　145 万円以上
※一定の条件を満たした場合

一般区分へ移行

一般 12,000 44,400 課税所得　145 万円未満

低所得Ⅱ 8,000 24,600 住民税非課税

低所得Ⅰ 15,000 住民税非課税（所得が一定以下）


